
４－６月分

№ 契約担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額 随意契約の理由

1 道路管理課
令和2年度沼津市道路

維持業務委託
令和2年4月1日

沼津ｾﾝﾄﾗﾙ・ｺﾝｽﾄﾗ

ｸｼｮﾝ協同組合

沼津市御幸町17番

12号

9,167,000円

沼津市内の道路破損等に早急に対応するために、災害

協定を結び、又市内道路についても把握でき、迅速な

対応が可能であるため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

2 道路管理課
令和2年度官民境界査

定立会業務委託
令和2年4月1日

公益財団法人静岡県公

共嘱託登記土地家屋調

査士協会

静岡市駿河区曲金六丁

目16番10号

1,926,000円

土地家屋調査士法第63条1項の趣旨を達成するため

に、契約検査課にて一括で単価契約を行い、多数の土

地家屋調査士が所属する同会に発注することで迅速な

業務処理が可能であるため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

3 道路管理課

令和2年度東名跨道橋

橋梁長寿命化橋梁点検

業務委託

令和2年4月27日

中日本高速道路

(株)

東京都港区虎ノ門

四丁目3番1号

17,135,312円

東名高速道路に跨る道路橋で、点検の実施に伴い高速

道路の交通規制等の安全対策が必要であるため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

4 道路管理課

令和2年度沼津市岡一

色字台ノ田地内測量及

び分筆登記業務委託

令和2年5月11日

公益財団法人静岡県公

共嘱託登記土地家屋調

査士協会

静岡市駿河区曲金六丁

目16番10号

1,107,700円

土地家屋調査士法第63条1項の趣旨を達成するため

に、契約検査課にて一括で単価契約を行い、多数の土

地家屋調査士が所属する同会に発注することで迅速な

業務処理が可能であるため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

令和２年度　随意契約一覧表（建設部）



令和２年度　随意契約一覧表（建設部）

４－６月分

№ 契約担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額 随意契約の理由

5 道路管理課

令和2年度橋梁長寿命

化新幹線跨線橋橋梁点

検業務委託

令和2年6月26日

東海旅客鉄道(株)

東京都千代田区丸

の内一丁目9番1号

41,800,000円

東海道新幹線に跨る道路橋で、点検は新幹線の営

業停止時間帯のみで限られた時間内に点検に必要

な足場の組立、解体を行う必要があるため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

6 道路管理課

令和2年度道路パト

ロール支援サービスシ

ステム使用料

令和2年6月12日

富士通（株）静岡

東部支店

沼津市大手町３－

８－２５

2,967,800円

技術者不足の支援、IOT技術を使用し効率的な運

用ができ、取得データを自己完結できるシステム

は当社のみであるため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

7 住宅営繕課
市営住宅管理システム

機器等の賃貸借料
令和2年4月1日

富士通リース㈱

静岡市駿河区南町18

番1号

1,479,159円

既に導入しているハードウェア及びソフトウェア

等のシステム機器を引き続き再リースする必要が

あるため

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

8 住宅営繕課

令和2年度沼津市営住

宅中尾団地J4‣5棟エ

レベータ保守点検業務

委託

令和2年4月1日

日本オーチス‣エレ

ベータ㈱

静岡市葵区常磐町2丁

目13—1

1,244,760円

市営住宅のエレベータを熟知したメーカー技術者

による保守点検を行うため

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



令和２年度　随意契約一覧表（建設部）

４－６月分

№ 契約担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額 随意契約の理由

9 住宅営繕課

令和2年度沼津市営住

宅八重団地Y1棟・Y2

棟エレベーター保守点

検業務委託

令和2年4月1日

㈱日立ビルシステム

神奈川県横浜市西区高

島1丁目1番2号

1,610,400円

市営住宅のエレベータを熟知したメーカー技術者

による保守点検を行うため

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

10 住宅営繕課

令和2年度　沼津市営

住宅今沢団地建替事業

に係る民間活力導入可

能性調査業務委託

令和2年6月11日

ランドブレイン㈱

浜松市東区原島町

478—6

12,100,000円

価格差ではなく、提案の優劣により契約相手先を

選定するプロポーザル方式を採用しており、競争

入札に適さないため

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



令和２年度　随意契約一覧表（建設部）

７－９月分

№ 契約担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額 随意契約の理由

1 道路管理課
市道1212号線土砂撤

去他工事
令和2年7月27日

(有)山和興産

沼津市東原661-6
4,950,000円

7月豪雨の被災箇所について、復旧作業が緊急を要すること

から、災害協定を締結している沼津セントラル・コンストラ

クション協同組合の構成員であり、工事個所近隣に事務所を

有する同社と契約することで早期対応が可能であったため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第5号】

2 河川課
大瀬川暗渠部堆積土砂

撤去工事
令和2年7月7日

クリーンサービス

株式会社

沼津市西間門字神明

169-1

2,200,000円

7月6日未明の豪雨で発生した土砂等を被害の拡大を防ぐため

に早急に撤去等をする必要があり、吸引車を保持し現場に最

も近い業者と契約する必要があったため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第5号】

3 河川課 大瀬川浚渫工事 令和2年7月10日
有限会社　近藤組

沼津市志下４８８
1,482,800円

７月６日未明の豪雨で流出した大瀬川上流の土砂等を早急に

撤去する必要があり、現場に近く早急に土砂の撤去作業に入

ることのできる業者と契約する必要があったため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第5号】

4 河川課
大瀬川暗渠部堆積土砂

撤去工事
令和2年7月26日

クリーンサービス

株式会社

沼津市西間門字神明

169-1

7,480,000円

7月26日早朝の豪雨で発生した土砂等を被害の拡大を防ぐた

めに早急に撤去等をする必要があり、吸引車を保持し現場に

最も近い業者と契約する必要があったため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第5号】

5 河川課
大瀬川下流暗渠部

堆積土砂等撤去工事
令和2年8月5日

クリーンサービス

株式会社

沼津市西間門字神明

169-1

4,510,000円

7月の豪雨により発生した土砂等を被害の拡大を防ぐために

早急に撤去等をする必要があり、吸引車を保持し現場に最も

近い業者と契約する必要があったため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第5号】



10－12月分

№ 契約担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額 随意契約の理由

1 河川課

令和２年度　井戸川雨

水貯留池用地分筆登記

業務委託

令和2年12月10日

公益社団法人静岡県公

共嘱託登記土地家屋調

査士協会

静岡市駿河区曲金六丁

目１６番１０号

1,595,000円

分筆登記に関する特定の経験、知識を持つ有資格者であるこ

とが求められ、土地家屋調査士法第63条１項の趣旨を達成す

るために、契約検査にて一括で単価契約を行い、多数の土地

家屋調査士が所属する同会に発注することで迅速な業務処理

が可能であるため。

【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

2 道路管理課

令和２年度沼津市統合

型ＧＩＳ占用データ入

力業務委託

令和2年10月1日

国際航業株式会社　静

岡支店

静岡県静岡市葵区栄町

4-10

1,683,000円

統合型GISは委託業者が管理・運用しており、データ

追加や変更作業を行うことが出来るのが同社のみのた

め。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

3 道路管理課
市道５１００号線他側

溝修繕工事
令和2年11月25日

(有)近藤組

静岡県沼津市志下

488

5,000,600円

緊急かつ短期間での履行が求められるものであり、周

辺の受託可能業者を調査したところ、本業者のみで

あったため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

4 道路管理課
令和２年度　沼津市道

路台帳補正業務委託
令和2年12月11日

国際航業株式会社　静

岡支店

静岡県静岡市葵区栄町

4-10

8,196,100円

統合型GISは委託業者が管理・運用しており、データ

追加や変更作業を行うことが出来るのが同社のみのた

め。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

令和２年度　随意契約一覧表（建設部）



1-3月分

№ 契約担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額 随意契約の理由

1 道路管理課
令和２年度ؙ新幹線跨
線橋補修工事業務委託

令和3年3月22日
東海旅客鉄道株式会社
愛知健名古屋市中村区
名駅1-1-4

123,200,000円

本業務における橋梁補修の対象箇所は、東海道新幹線に跨る
跨線橋であり、補修の施行においては、新幹線の営業停止時
間帯に軌道内へ仮設足場等を設置して実施しなければならな
い。
ؙ軌道内の仮設足場の設置・撤去、電気防護等および橋梁補
修については、東海旅客鉄道株式会社でなければ行うことが
できないため、東海旅客鉄道株式会社と地方自治法施行令第
１６７条の２第１項第２号により予算の範囲内で随意契約と
する。

令和２年度 随意契約一覧表（建設部）


